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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
五
号

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
九
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
号
）
第
二
十
九
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の

確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
九
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
講

習
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
四
月
一
日

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
労

働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
九
条
の
二
の
規
定
に

基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
講
習
の
一
部
を
改
正
す
る
件
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

１

（
略
）

１

（
略
）

２

雇
用
管
理
責
任
者
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
お
い
て
同

２

雇
用
管
理
責
任
者
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
お
い
て
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
機
関
が
行
い
、
又
は
行
っ
た
送
出
労
働
者
に
係
る

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
機
関
が
行
い
、
又
は
行
っ
た
送
出
労
働
者
に
係
る

雇
用
管
理
の
適
正
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な
知
識
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
講

雇
用
管
理
の
適
正
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な
知
識
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
講

習
と
す
る
。

習
と
す
る
。

期
間

講
習
機
関

期
間

講
習
機
関

名
称

所
在
地

名
称

所
在
地

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

平
成
三
十
年
度

株
式
会
社
労
働
調
査
会

東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
二

丁
目
四
番
五
号

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

令
和
五
年
度

（
略
）

（
略
）

令
和
五
年
度

（
略
）

（
略
）

令
和
六
年
度

株
式
会
社
労
働
調
査
会

東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
二

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

丁
目
四
番
五
号


